
これでどうなる

経理担当者は安心です！

総務担当者は安心です！

法務担当者は安心です！

　※税務申告も提携の税理士をご紹介いたします。

〒105-0004　東京都港区新橋6-7-9　ｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ

この金額の範囲内で受けられる業務内容一覧

会計記帳の相談がいつでも受けられます！！

総会、評議員会、理事会運営の相談がいつでも受けられます！！

定款、規則、規程の変更や役員変更も相談可能！

電話　03-5405-1816　FAX　03-5405-1814

待望の『おまかせ相談コース』登場！急告

非営利法人運営のプロ集団があなたの団体を完全にサポート!!
電話やメールでいつでも相談できる！　法人運営の強ーい味方です！

月2万円

☆下記の業務や相談が受けられます。月々の会費なので、安心です。

☆いつでも何でも相談できるだけでなく、

　実際に業務を依頼する場合は割引料金に！


